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立命館みらい保育園の概要 

保育理念  

子どもたちの未来を信じ 未来を拓く 

・子どもたちのすこやかな成長と発達、主体的で豊かな人間形成を保障する保育園を目指しま

す。 

・保護者が安心して学修・教育・研究・就業できるよう、子どもたちが安全かつ快適に生活でき

るよう、安心・安全な保育園を目指します。 

 

保育目標  

・思いやりのある豊かな心を持った子ども 

・自ら考え、おもいが言え、行動できる子ども 

・なかまを大切にし、遊びと生活を楽しく過ごせる子ども 

 

保育園概要  

 

運営する保育園 
立命館みらい保育園きぬがさ 

立命館みらい保育園びわこ 

事業形態 企業主導型保育事業（認可外保育） 

スタッフ人数 
法定（児童福祉法）の職員配置基準を満たすよう、保育児童数により 

増減します 

定員 １９名（０歳：3名、１歳：６名、２歳～５歳：10名） 

保育対象者 

学校法人立命館が直接雇用している教職員、立命館大学に在学している

学生、立命館大学で研究活動に従事する研究員等、学校法人立命館の協

力企業従業員の養育する子のうち、原則 満0歳以上（生後8週間以降）

の未就学児 

開園日 

本開園日を以下の通りとしつつ、別に定める開園カレンダーに沿って開

園します。 

(1) 平日 月曜日から金曜日 

(2) 土・日・祝日の授業日、および定期試験日 

(3) その他法人が必要と認めた日 

開所時間 

基本時間 ８：００  ～ １９：００ 

延長時間 １９：００ ～ ２０：００ 

一時保育（余裕定員活用型） ８：３０  ～ １８：００ 

避難訓練 月1回、防災マニュアルにそって屋外避難を実施 

虐待防止対策 研修実施、虐待防止対策マニュアル策定済 

学内担当事務局 学校法人立命館 人事課 保育所担当 
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学校法人立命館学内保育園「立命館みらい保育園」 園児募集要項 

1.募集期間 （2025年度秋入園） 

入園ご希望月の前月10日までに入園に必要な書類を揃えてお申込ください。 

入園日は毎月1日・16日から選べます（16日入園の場合は、当月保育料は半額となります）。 

  例）2025年9月1日ご入園希望の場合は、2025年8月10日までに人事課必着。 

 

 

２．募集概要  

（１）2025年 募集定員 （2025年7月1日予定） 
 

０歳児 １歳児 
２歳児～ 

５歳児 
合計 

短時間雇用枠 

（合計の内数） 

立命館みらい保育園 

きぬがさ 

定員 3名 6名 10名 １9名 ３名 

募集人数 2名 6名 5名 13名 ３名 

立命館みらい保育園 

びわこ 

定員 3名 6名 10名 １9名 ３名 

募集人数 2名 5名 6名 13名 ３名 

 

※年齢は各年度4月1日時点での満年齢で計算します。 

※定員を超えての申し込みがあった場合は選考を行います。選考時点での定員充足状況，入園希望者

数により，各年齢の募集人員を若干変更する場合があります。 

※短時間雇用枠とは、週労働時間が概ね週20時間未満の雇用者を対象とした枠とし、企業主導型保

育事業が定める「非正規雇用枠」として設定します。 

※各園の定員19名のうち、従業員枠と地域枠の内訳は下記のとおりです。 

 ・従業員枠  

（うち、自社従業員（学校法人立命館と雇用関係にある教職員）2名以上） 

学校法人立命館と雇用関係にある教職員（「3.利用資格」の(1)該当者）、 

もしくは学校法人立命館における協力会社従業員（共同利用契約企業従業員）（「3.利用資格」

の(4)該当者）が養育する子 

・地域枠 最大9名 

学校法人立命館と雇用関係にない保護者（「3.利用資格」の(2) (3) (5)該当者）が養育する子） 

 

 

 

 

 

（２）手続きの流れ  
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入園までの手続きの流れは以下のとおりです。 

  

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．応募資格（利用資格） 

 

 次の各号のいずれかに掲げる者が養育する、生後57日以降の未就学児童で、保育の必要性がある

場合を対象とします。 

※ただし、集団保育に適さないと判断される場合を除きます。 

(1) 学校法人立命館と雇用関係にある教職員 

(2) 立命館大学に在学する正規課程学生および非正規学生 

(3) 立命館大学で研究活動に従事する、学校法人立命館と雇用関係にない研究員・研究生 

(4) 別に定める企業主導型保育園利用契約（共同利用契約）を本法人と締結している、かつ本法

人内にて従事する協力企業従業員 

（5）その他上記に準じる者として法人が利用資格を認めた、下記いずれかに該当する者 

  ①紹介予定派遣として本学で就労する者 

   ②その他特段の事情により利用資格を認めた者 

 

※採用・入学等が決定しており、上記資格を満たす予定の方についての応募も可能です。 

ただし、入園は利用資格を満たした日以降となります。 

 

 

 

（保育の必要性の基準） 

入園申込書提出 

（入園選考） 

内定通知の発送 

内覧会・入園前面談 

（保育者との面談） 

入園 

入園ご希望月の前月 10日までに人事課へ提出 

定員超えの場合のみ、選考基準をもとに 

保育園運営委員会にて選考 

入園前面談までに、 

・提携医療機関にて入園前検診を受診 

・アレルギー調査票など必要書類を保育園へ提出 

※入園後は、約１～2 週間程度慣らし保育があります。 

※入園前に一時保育を利用して慣らし保育を実施することも可能

です。（但し、定員に空きがある場合のみ可能。） 

※配偶者が休職中・求職中の場合もご利用いただけます。 
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事由 内容 

①配偶者の就労 

1 カ月に 64 時間以上労働することが常態である場合 

（フルタイムのほか、パートタイム、居宅内の労働（自営業等）な

ど、基本的にすべての就労を含む） 

②配偶者の妊娠・出産 
妊娠中であるか、又は出産後間がない場合 

（産後期間はおおむね 3 か月） 

③配偶者の病気等 病気、負傷、精神若しくは心身に障害がある場合 

④親族の看護・介護 入所希望の乳幼児以外に親族の介護を行っている場合 

⑤災害復旧 震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっている場合 

⑥配偶者の求職活動 求職活動を継続的に行っている場合 

⑦配偶者の就学 就学（職業訓練校などにおける職業訓練を含む）している場合 

⑧単身で養育 配偶者の死別、離婚や未婚等の理由により単身で養育している場合 

⑨その他 その他、上記に類する状態として行政が認める場合 

【注記】入園後、利用資格がなくなった場合は退園となります。 

 

４．応募書類  

入園を希望される場合は、以下の書類を人事課へご提出ください。 

※学内便使用の場合は、送達簿を必ずご使用ください。 

※郵送の場合は、必ず封筒に「保育園入園申込書在中」と朱書きし、特定記録郵便で送付してく

ださい。 

保護者の状況 必要書類 

保護者のうちどちらかが、

学校法人立命館と雇用関

係がある教職員である 

（1）常時保育入園申込書 【全員必須】 

（2）配偶者の「保育が必要である」証明書類  

【配偶者分 ※下記参照】 

保護者のうちどちらかが、

学校法人立命館における

協力企業従業員（共同利用

契約企業従業員）である 

（1）常時保育入園申込書 【全員必須】 

（2）就労証明書 【協力会社従業員 本人分】 

（3）配偶者の「保育が必要である」証明書類 【配偶者分 ※下記参照】 

保護者のうちどちらも、学 （1）常時保育入園申込書  【全員必須】 
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校法人立命館と雇用関係

がない 

（学生・研究生等） 

（2）保育の支給認定書の写し 【全員必須】 

（3）学生証の写し 【学生の場合】 

（4）配偶者の就労証明書 【配偶者が就労している場合】 

 

※配偶者の「保育が必要である」証明書類については、以下をご参照ください 

 

 

（１）常時保育入園申込書 

以下のＵＲＬより所定申請用紙をダウンロードしてください。 

http://www.ritsumei.ac.jp/rnursery/ 

 

 

 

（２）就労証明書（該当者のみ） 

保護者・配偶者が学校法人立命館と雇用関係がない場合、該当年度の雇用期間を記載した就労証

明書を提出してください。 

（教職員本人分については提出不要） 

就労証明書の様式は問いませんが、自営業などで既存様式がない場合は、以下のＵＲＬより所定様式

をダウンロードしていただいてご使用ください。 

http://www.ritsumei.ac.jp/rnursery/ 

※立命館大学の学生で、本学のアルバイト雇用（TA・RA含む）として労働条件通知書が発行され

ている場合は、写しをあわせて提出してください。 

保育を必要とする事由 内容 

①配偶者の就労 配偶者の就労証明書 （学校法人立命館の教職員の場合は不要） 

②配偶者の妊娠・出産 出産日・出産予定日がわかる書類（母子手帳等）の写し 

③配偶者の病気等 

自治体が発行する「保育の支給認定書」の写し 

④親族の看護・介護 

⑤災害復旧 

⑥配偶者の求職活動 

⑦配偶者の就学 

⑧単身で養育 住民票等家族構成の分かる公的書類 

⑨その他 行政が発行する保育を必要とする証明書の写し 

http://www.ritsumei.ac.jp/rnursery/
http://www.ritsumei.ac.jp/rnursery/
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※配偶者が国外に在住している、国外の企業に就労しているなどの場合は、就労証明書の記載事

項の確認のため、給与厚生課まで事前にお問合せください。 

 

（３）保育認定書の写し（該当者のみ） 

居住地の自治体が発行する「保育の支給認定書」の写しを提出してください。 

※配偶者が求職活動中の場合、３ヶ月間限定での保育認定となります。保育園の利用継続を希望す

る場合は、認定期限内に保育認定の申請が再度必要となりますのでご留意ください。 

※「保育の支給認定書」の発行に必要な手続きは、居住地の自治体にご確認ください。 

 

（４）出産予定日がわかる書類の写し（該当者のみ） 

出産日・出産予定日がわかる書類（母子手帳等）の写しを提出してください。 

※産後概ね3か月を過ぎたのちも保育園の利用継続を希望する場合は、「保育の支給認定書」あるい

は「就労証明書」が必要となります。 
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５．保育実施日・時間  

 

（１）保育実施日 

基本開園日を以下の通りとしつつ、別に定める開園カレンダーに沿って開園します。 

① 平日 月曜日から金曜日 

② 土・日・祝日の授業日、および定期試験日 

③ その他法人が必要と認めた日 

 

（２）休園日 

①12 月 29 日から翌年の 1 月 3 日まで 

②その他法人が特に定める日 

 

（３）保育時間 

  （基本保育時間）   ８：００ ～ １９：００ （１１時間保育） 

  （延長保育時間）  １９：００ ～ ２０：００ （３０分単位） 

 

 

６．保育料  

 

・保育の無償化について 

2019年１０月より「保育の無償化」が開始となり、 

企業主導型保育園である当園も保育の無償化の対象となっております。 

保育料について、こども家庭庁が定める「標準的な利用料」が無償となります。 

（標準的な利用料： 

0歳児 37,100円、1・2歳児 37,000円、3歳児 26,600円、4・5歳児 23,100円） 

 

・保育の無償化の対象世帯 

クラス 対象となる世帯 

０歳児～２歳児 住民税非課税世帯・里親・保護世帯 

３歳児～５歳児 全ての世帯 

※年齢（クラス）は各年度４月1日時点での年齢を基にします。 

※常時保育の月額保育料について無償化の対象となり、給食費・延長保育料および夕補食は無償化

の対象外です。 
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・月額保育料（常時保育） 

常時保育の保育料は以下のとおりです。 

保育料は、利用資格（従業員枠・地域枠）に関わらず同額となります。 

クラス 
月額 

保育の無償化 対象世帯 その他の世帯 

０歳児 ２２，９００円 ６０，０００円 

１歳児・２歳児 ２３，０００円 ６０，０００円 

３歳児 ５，９００円 ３２，５００円 

４歳児・５歳児 ９，４００円 ３２，５００円 

※年齢（クラス）は各年度４月1日時点での年齢を基にします。 

※３歳児以上のその他の世帯については、居住地などの関係により保育認定が取得できないなど特

殊な状況をさします。 

 

・給食費（昼食・おやつ代として） 
 

月額 

0歳児～２歳児 ０円（保育料に含まれます） 

３歳児～５歳児 ７，５００円 

※内訳：主食費（ごはん等） 3,000円、副食費（おかず等） 4,500円 

金額については、こども家庭庁の定める基準のとおりです。 

※アレルギー除去食についても同額とします。 

※お休みをされた分についての返金はいたしません。長期休園の場合はご相談ください。 

 

・延長保育 
 

０～５歳児 

延長保育料 ３０分あたり ３００ 円 

夕補食 １日あたり １００ 円 

  ※夕補食については、19：00過ぎにご提供となります。延長保育を申し込まれた場合は、夕補

食も同時申込となります。ただし、乳児で授乳のみの場合は、夕補食代はかかりません。 
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7．入園書類等送付先・問い合わせ先  

 

・保育園入園に関する相談、または申し込みに関する書類の送付先は以下のとおりです。 

〒604-8520 京都市中京区西ノ京朱雀町1 

学校法人立命館 人事部人事課 保育所担当 山本（貴）・山地 

電話番号：075-813-8150 （内線 510-2173、510-2148） 

E-mail： rnursery@st.ritsumei.ac.jp 

 

・立命館みらい保育園のホームページはこちら 

http://www.ritsumei.ac.jp/rnursery/ 

 

 

 

 

 

 

mailto:rnursery@st.ritsumei.ac.jp
http://www.ritsumei.ac.jp/rnursery/
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◎ 各保育園の基本事項 

 

 

衣笠キャンパス 

名称 立命館みらい保育園きぬがさ 

開設年月日 平成 30 年 9 月 1 日 

所在地 〒603-8577 京都市北区等持院北町 56-1 

立命館大学衣笠キャンパス 至徳館２階 

電話： 075-466-3551 

施設管理者および 

園長（施設長） 

施設管理者：学校法人立命館 常務理事 木田 成也 

園長（施設長）：社会福祉法人京都保育センター 山下 直子 

施設概要 

建屋構造 
鉄筋コンクリート建           

 〔延床面積〕 220.38 ㎡ 

消防申請 2024 年 7 月 26 日提出 

防火管理者 衣笠キャンパス事務局長 三ツ野 直樹 

避難経路 二経路 

避難設備 消火器 

保育業務委託先 社会福祉法人 京都保育センター 

提携医療機関 

小児科 

（入園前健診・定期健診） 

公益社団法人京都保健会 かどの三条こども診療所 

〒615-0071 京都市右京区山ノ内西裏町 15-7 

歯科 

（年 1 回定期健診） 

医療法人葵会 紫野協立診療所 歯科 

〒603-8233 京都市北区紫野西野町 60-5 

緊急時対応 保護者との連絡方法 一斉配信メール、及び緊急連絡先へ電話連絡 

非常災害時対応 保護者との連絡方法 一斉配信メール、及び緊急連絡先へ電話連絡 

関係機関連絡先 

学内防災機関 
衣笠地域連携課 防災担当 

075-465-8105（内線：511-2244） 

京都市役所 075-222-3111 

北消防署 075-491-4148 

北警察署 075-493-0110 

北区役所 保健部 衛生課 075-432-1467 

上下水道局 075-672-7770 

大阪ガス 京滋リビング 0120-8-94817 

関西電力 京都コールセンター 0800-777-8031 

避難場所 
学内避難場所 立命館大学衣笠キャンパス内 中央広場 

広域避難場所 同上 
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びわこ・くさつキャンパス 

名称 立命館みらい保育園びわこ 

開設年月日 平成 30 年 9 月 1 日 

所在地 〒525-8577 滋賀県草津市野路東１丁目 1-1  

立命館大学びわこ・くさつキャンパス コアステーション 2 階 

電話： 077-561-2891 

施設管理者および 

園長（施設長） 

施設管理者：学校法人立命館 常務理事 木田 成也 

園長（施設長）：株式会社ポピンズエデュケア 澤井 美佐 

施設概要 

建屋構造 
鉄筋コンクリート建             

〔延床面積〕165.52 ㎡ 

消防申請 2023 年 7 月 7 日提出 

防火管理者 びわこ・くさつキャンパス事務局長 米川 義人 

避難経路 二経路 

避難設備 自動火災報知機・誘導灯 

保育業務委託先 株式会社 ポピンズエデュケア 

提携医療機関 

小児科 

(入園前検診・定期健診） 

医療法人徳州会 近江草津徳州会病院 

〒525-0054 滋賀県草津市東矢倉 3 丁目 34-52 

歯科 

（年 1 回定期健診） 

医療法人 かがやき歯科クリニック 

〒525-0048 滋賀県草津市追分南二丁目１−９ 

緊急時対応 保護者への連絡方法 一斉配信メール、及び緊急連絡先へ電話連絡 

非常災害時対応 保護者への連絡方法 一斉配信メール、及び緊急連絡先へ電話連絡 

防災関係機関 

連絡先一覧 

学内防災機関 
ＢＫＣ地域連携課 防災担当 

077-561-5918（内線：515-7024） 

草津市役所 077-563-1234 

湖南広域消防局南消防署 077-564-4951 

草津警察署 077-563-0110 

南部健康福祉事務所 077-562-3549 

水道お客様センター 077-561-2441 

大阪ガス 京滋リビング 0120-8-94817 

関西電力 滋賀営業部 0800-777-8061 

避難場所 

学内避難場所 
立命館大学びわこ・くさつキャンパス内 

第３グラウンド 

広域避難場所 
草津市立 志津南小学校 

〒525-0045 草津市若草二丁目 16-2 
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◎ 運 営 事 業 者 

 

○ 立命館みらい保育園きぬがさ  

法 人 名 社会福祉法人 京都保育センター 

代 表 者 理事長 藤井 修 

所 在 地 京都府京都市北区大将軍坂田町8-1  

電話：075-461-8253 FAX：075-461-8364 

主な 

事業内容 

保育所運営 くりのみ保育園・たかつかさ保育園 ２園経営 

児童館運営 たかつかさ児童館･･･ 設置経営 

西京極児童館・御室児童館・朱雀第三児童館 

･･･ ３館指定管理 

放課後児童健全育成事業 

地域子育て支援拠点事業 

そ の 他 

 

 

 

 

○ 立命館みらい保育園びわこ  

法 人 名 株式会社 ポピンズエデュケア 

代 表 者 代表取締役 田村 篤司 

所 在 地 （本    社）  東京都渋谷区広尾5-6-6 広尾プラザ6Ｆ 

電話：03-3447-2133 FAX：03-3447-2192 

（大阪支社）  大阪市北区曽根崎2-12-7 清和梅田ビル10F 

電話：06-6367-4141 FAX：06-6367-2105 

主な 

事業内容 

子育て支援 保育施設や学童施設の運営・ナニー（教育ベビー

シッター）の養成と派遣、 

保育施設の運営 

母と子に優しい街づくり 公共施設での託児サービス、イベント等での託児 

高齢者等在宅ケア ホームヘルパーの養成、ポピンズVIPケアサービス 

事 業 所 東京・名古屋・京都・大阪・芦屋・ハワイ 

全国325ヶ所の保育施設 （2025年4月現在） 

そ の 他 ISO 9001 国際品質規格 平成11年取得 

 


